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平成２９年１０月６日 

経 済 産 業 省 

産 業 保 安 グ ル ー プ 

電 力 安 全 課 

 

 

   電気事業法における高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に係る掘り起こしの進捗状況につ 

   いて 

 

 標記の件については、第２１回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の資料２－３－

２「今後のＰＣＢ廃棄物処理の進捗状況の把握方策（案）」の１の（２）において、以下のとおり

報告を行っていたところである。 

（２）高濃度 PCB 含有電気工作物に対する掘り起こし調査の進捗管理 

 電気事業法の電気工作物に該当する高濃度 PCB 含有電気工作物については、同法に基づく

届出が義務付けられており、未届けの電気工作物の実態把握に向けて、報告徴収、立入検査

等同法の枠組みを最大限活用し、事業者に対する指導を徹底する。 

 特に、高濃度 PCB 含有電気工作物の所有の蓋然性が高い自家用電気工作物設置者について

は、電気事業法の保安規程で定めた点検を行うこととなっていることから、年次点検等の機

会を活用して行った掘り起こし調査の進捗状況も把握することとする。 

 当該進捗管理は、経済産業省がサンプル調査を行い、結果を取りまとめる。 

 

＜進捗把握指標＞ 

 電気事業法に基づく年次点検の機会を活用した掘り起こし調査の進捗率 

    ＝（年次点検等を活用した掘り起こし調査を実施した事業場数）／（都道府県ご 

       との自家用電気工作物設置事業場数） 

(注)サンプル調査による。 

 
 

 

 同報告におけるサンプル調査については、平成２８年１２月より、電気保安関係者の協力を得

て、定点観測を開始している。具体的には、都道府県ごとに２０事業場（電気主任技術者を外部

委託している事業場であって、個人委託の１０事業場及び法人委託の１０事業場（ただし、沖縄

県は法人委託の２０事業場））、全国で計９４０事業場を選定し、年次点検等において電気主任技

術者が高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の有無の確認を行った件数について、電気保安関係者から四

半期ごとにご連絡をいただき、調査の進捗状況を確認していくものである。 

 現時点においては、平成２８年度第３四半期の平成２８年１２月分、第４四半期の平成２９年

１月分～３月分及び平成２９年度第１四半期の平成２９年４月分～６月分の把握となっており、

その結果は、次のグラフのとおりである。（進捗率の低い都道府県については、今後１１月までに

計画的に実施予定であることを確認済み。） 
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北海道事業エリア 北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

東京事業エリア 埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

豊田事業エリア 岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

大阪事業エリア 滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

北九州事業エリア 鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

進捗率 （％）

（凡例）

 平成２８年１２月分

 平成２９年１月分～３月分

 平成２９年４月分～６月分

全国平均 58.0%
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